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第７章 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律 

 

1．保護対象 

 不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(以下「不正競争防止法」)は国内で広く知られ

た他人の商標・商号などを不正に使用する不正競争行為と他人の営業秘密を侵害する行為を防

止し健全な取引秩序を維持することを目的とする。知的財産権の保護の側面では特許法や商標

法などにより保護できない周知商標などの保護や営業秘密の保護において大きな役割を果たし

ている。 

 

2．不正競争行為の禁止 

2-1  不正競争行為の類型 

(1) 商品主体混同行為 

国内に広く認識されている他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装、その他の他人の商品

であることを表示した標識と同一若しくは類似のものを使用し、又はこのようなものを使用し

た商品を販売・頒布若しくは輸入・輸出して、他人の商品と混同を生じさせる行為をいう(不正

競争防止法第 2 条第 1 号イ目)。本類型の行為が成立するには、次のような要件が求められる。 

 

① 周知性 

周知性認定の地域的範囲は国内を基準にする。即ち、国内で広く認識されていなければならな

いが、これは一定の地域範囲内で知られている程度で足り、必ずしも国内全域で一般公衆に知ら

れている程度まで至っている必要はない。周知性認識の主体は、具体的に個別判断されるべきで

はあるが、一般に需要者、消費者であると言える。 

周知性認定のための資料は、やはりケースバイケースで差があるが、大体において標識の使用期

間並びに使用態様、営業の規模、販売店の数と分布地域、商品の種類・内訳・販売数量、広告の

種類・方法・頻度・費用、商品標識または商品に関する第三者の評価などが主要な資料になる。 

 

② 商品標識 

商品であることを表示する標識として商品を個別化する認識手段として法文上、列挙された

他人の氏名・商号・商標・商品の容器・包装だけではなく個別化機能を有するものであれば、何

でも可能である(例えば、キャラクターなどが商品化された場合、周知性を獲得すれば不正競争

防止法の保護を受けることができる)。 
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③ 使用行為 

他人の標識と同一または類似のものを使用すること。類似のものをどのように定めるかが鍵

を握るが、これに関しては結局混同を引き起こす可能性が高いかどうかによって判断されるも

のであるため、結局次に説明する混同の恐れが不正競争行為の判断の主要争点になる。 

 

④ 混同のおそれ 

商品主体の混同行為における混同は商品間の混同だけではなく商品主体間の広義の混同まで

含む広い概念としてみるのが支配的な見解である。その判断においては商標法のように対象で

ある取引者または需要者の平均人を基準に離隔的観察方法によることを原則とする。ただし、商

標法上、商標の類否の判断では考慮されない両主体の地理的位置、従前の関係、標識選択の動機、

標識に表れた悪意なども参酌され得る。 

 

(2) 営業主体の混同行為 

 営業主体の混同行為は、国内で広く認識された他人の氏名、商号、標章、その他の他人の営業

であることを表示する標識(商品の販売・サービス提供方法又は看板・外観・インテリアなど営

業を供する場所の外観全体を含む)と同一又は類似のものを使用して、他人の営業上の施設又は

活動と混同を生じさせる行為をいう(不正競争防止法第 2 条第 1 号ロ目)。 

2018 年 4 月 17 日法律第 15580 号に改正され、2018 年 7 月 18 日から施行されている不正

競争防止法は、零細・小商工人などが一定期間に努力を傾けた結果、一般消費者に知られるよう

になった店舗の室内・室外インテリアなど、営業の総合的外観を無断使用して零細・小商工人の

営業に甚だしい損害を与える不公正な行為が様々な形で生じるにも拘らず、営業標識を保護す

る上記ロ目が‘商品販売・サービスの提供方法または看板・外観・室内インテリアなど営業を供

する場所の外観全体」にあたる、いわゆるトレードドレス(Trade Dress)を保護するかどうかが

不明であり、これを明確に規定することで、需要者の利益を保護する必要があるという点で法律

により明文化した。 

2018 年 7 月 18 日施行の改正法が施行されたばかりで、2018 年 12 月現在まで、同一・類

似の営業を供する場所の外観全体が無断で使用されたことを理由に営業主体混同行為が認めら

れた判決例は未だないが、今後、営業主体混同行為として認められる事例も出てくると窺われる。 

ただ、従来、他人が営業を供する場所の外観全体に類似する外観を無断使用した事案において、

後述の補充的・一般的な不正競争行為である成果冒用行為にあたると認めた一部の先例があっ

たため、法院が上記改正法の施行以降、営業を供する場所の外観に係る不正競争行為をどのよう

に適用するかについて、その推移を見極める必要がある。なお、成果冒用行為は、刑事処罰の対

象にならないものの、営業主体混同行為は刑事処罰の対象になることから、後者がより厳しく保
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護される側面がある。 

営業主体の混同行為での混同行為は営業主体に関するものである。営業とは、経済的な代価を

得ることを目的とする事業をいい、広く経済上の収支計算上により行われる一切の事業を含む

とみなされる。 

 

(3) 著名標識の希釈行為 

著名標識の希釈行為は、不正競争防止法第 2 条第 1 号イ目又はロ目の混同を生じさせる行為

以外に、非商業的な使用など大統領令で定める正当な事由なしに国内で広く認識された他人の

氏名、商号、商標、商品の容器・包装、その他の他人の商品若しくは営業であることを表示した

標識(他人の営業であることを表示する標識に関しては商品販売・サービス提供方法又は看板・

外観・インテリアなど営業を供する場所の外観全体を含む)と同一若しくはこれと類似のものを

使用し、又はこのようなものを使用した商品を販売・頒布若しくは輸入・輸出して、他人の標識

の識別力又は名声を害する行為をいう(不正競争防止法第 2 条第 1 号ハ目)。ここで国内で広く

認識された標識とは、周知の程度を超えて著名の程度に至っていることを意味する。さらに、識

別力の損傷は特定の標識が商品標識や営業標識としての出所表示機能が損なわれることをいい、

このような識別力の損傷は、著名な商品標識が他人によって営業標識として使われる場合にも

生じる。 

この規定は、2001 年 2 月の改正法で始めて導入されたが、上記の営業主体混同行為と同様、

2018 年 7 月 18 日施行改正法では、トレードドレスも営業標識に含まれるという点が明文によ

り規定された。 

このような行為は売上げ減少のような直接的、有形的な損害は直ちに発生しないかもしれな

いが、これにより多くの労力と費用をかけて獲得した他人の商標のイメージを弱化もしくは希

釈化(dilution)させる危険があるからである。これは希釈化の危険と関連して商標法が「需要者

の間で顕著に認識されている他人の商品または営業と混同を生ずるおそれがある商標」は登録

をすることができない（商標法第 34 条第 1 項第 1 号）という規定を設けているだけで、登録せ

ずに使用する広義の混同などに対しては規律されていないとの指摘により設けられた条項であ

る。 

本条で「非商業的な使用など大統領令で定める正当な事由」というのは(ｉ)非商業的に使用す

る場合、(ⅱ)ニュース報道およびニュース論評で使用する場合、(ⅲ)他人の氏名、商号、商標、

商品の容器・包装、その他の他人の商品または営業であることを表示した標識が国内で広く認識

される前に当該標識と同一または類似の標識を使用してきた者(その承継人を含む)がその標識

を不正な目的なしに使用する場合、(ⅳ)その他、当該標識の使用が公正な商取引慣行に相反しな

いものと認められる場合をいう(不正競争防止法施行令第 1 条の 2)。 
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(4) 原産地の虚偽表示行為 

 商品若しくはその広告により、若しくは公衆が知ることができる方法により取引業者の書類

若しくは通信に虚偽の原産地の標識をし、又はこのような標識をした商品を販売・頒布若しくは

輸入・輸出して、原産地の誤認を生じさせる行為をいう(不正競争防止法第 2 条第 1 号ニ目)。 

 

(5) 出所誤認の惹起行為 

 商品若しくはその広告により、若しくは公衆が知ることができる方法により取引業者の書類

又は通信にその商品が生産・製造若しくは加工された地域以外の所で生産若しくは加工された

ように誤認を生じさせる表示をし、又はこのような表示をした商品を販売・頒布若しくは輸入・

輸出する行為をいう(不正競争防止法第 2 条第 1 号ホ目)。 

 

(6) 数量誤認の惹起行為 

 他人の商品を詐称し、若しくは商品若しくはその広告に商品の品質、内容、製造方法、用途若

しくは数量の誤認を生じさせる宣伝若しくは表示をし、又はこのような方法若しくは標識で商

品を販売・頒布若しくは輸入・輸出する行為をいう(不正競争防止法第 2 条第 1 号ヘ目)。 

 

(7) 代理人の不正使用行為 

 パリ条約当事国や世界貿易機関会員国又は商標法条約の締約国で登録された商標権者の代理

人や代表者又は代理人や代表者であった者が正当な事由なしに商標権者の登録商標と同一又は

類似の商標をその商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用した場合をいう(不正競争防止法

第 2 条第 1 号ト目)。 

 

(8) 不正目的のドメインネーム登録行為 

正当な権原のない者が 

① 商標等標識に対して正当な権限の有する者などに販売・貸与する目的 

② 正当な権原を有する者のドメインネームの登録及び使用を妨害する目的 

③ その他の商業的利益を得る目的で広く認識された他人の氏名、商号、商標、その他の標識と

同一又は類似のドメインネームを登録・保有・移転又は使用する行為がこれにあたる (不正

競争防止法第 2 条第 1 号チ目) 

 いわゆる cyber squatting という行為はインターネットを通した商取引の登場により現れた

ものであって、オフラインで取引されていた商品やサービスが現在ではオンラインでも取引さ

れている現実を勘案するとき、オフラインで認められた有名商標などの標識に関する権利をオ

ンライン上でも認める必要があるとの点で他人が正当な権原を有している標識を自己のドメイ
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ンネームとして登録などをする行為は正当な標識に関する権利者の正当な利益を害し、消費者

の混同を引き起こす行為であるため、これを不正競争行為として規定する条項である。 

 

(9) 商品形態の模倣行為 

 いわゆるデッドコピー禁止条項である。他人が製作した商品の形態(形状・模様・色彩・光沢

又はこれらを結合したものをいい、試作品又は商品紹介書上の形態を含む)を模倣した商品を譲

渡・貸与又はこのための展示をし、又は輸入・輸出する行為をいう(不正競争防止法第 2 条第 1

号リ目)。 

 ただし、商品の試作品製作など商品の形態が備えられた日から 3 年が経過した商品を模倣す

る行為と該当する他人の商品と同種の商品が通常有する形態を模倣する行為は保護対象から除

外される。 

 商品開発者の先行投資と試行錯誤などを通じた労力と費用を模倣する者のただ乗りにより、

個性のある商品の開発、市場開拓の意欲が阻害され健全な取引秩序の形成が阻害されるが、デザ

イン保護法、不正競争防止法などによる権利保護は、権利登録または権利侵害に対する周知性獲

得に長時間が必要とされ、保護が十分でないことから、「形態模倣」を不正競争行為の一類型と

して独立させ保護する条項である。 

 

(10) アイデアなど奪取行為 

事業提案、入札、公募など取引交渉又は取引過程で経済的価値を有する他人の技術的又は営業

上のアイデアが含まれた情報をその提供目的に違反して自己又は第三者の営業上利益のために

不正に使用し、或いは他人に提供して使用させる行為をいう。但し、アイデアの提供を受けた者

が提供を受ける当初、既にそのアイデアを知っていたか、そのアイデアが同種業界で広く知られ

ている場合は除かれる(不正競争防止法第 2 条第 1 号ヌ目)。 

中小・ベンチャー企業または開発者などの経済的価値を有するアイデアを取引相談、入札、公

募展などを通じて取得し、これを何らの補償なく事業化して莫大な経済的利益を得る者がいる

にも拘らず、実際に開発者などは却ってこのような不公正な行為によって廃業に至らせるなど

の問題があった。これを受け、2018 年 7 月 18 日施行の改正法は、中小・ベンチャー企業およ

び開発者の斬新なアイデアを積極に保護し、健全な取引秩序が維持されるよう、本規定を新設し

た。 

さらに、上記の改正法は、この不正競争行為も特許庁長の調査・是正勧告の対象とした(第 7、

8 条)。しかしながら、この類型の不正競争行為は、刑事処罰の対象にならないことから、保護

には限界がある(第 18 条第 3 項第 1 号参照)。 
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(11) その他成果冒用行為 

 上記(1)～(10)の不正競争行為に該当しないものでも不正競争行為とみなすことができるよ

うにする補充的規定である。「その他他人の相当な投資又は労力により作成された成果などを公

正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法により自身の営業のために無断で使用することによ

り、他人の経済的利益を侵害する行為」を不正競争行為として規定している(不正競争防止法第

2 条第 1 号ル目。2018 年 7 月 18 日施行の改正法が上記アイデアなど奪取行為をヌ目に規定し

たことにより、この規定は従来ののヌ目からル目になった)。この規定は他人が気付いた名声や

顧客吸引力に便乗する行為でその他人の経済的利益を侵害する行為を一般不法行為にあたると

みなして差止請求権や損害賠償請求権を認めたこれまでの大法院判決の趣旨を立法化したもの

として評価されている。 

 法院は競業者間の公正且つ自由な競争確保という原則に照らし、他人の成果を利用する行為

が正当化し得ない特段の事情がある場合に限り、本不正競争行為が成立するものと制限的に判

断している。法院は、成果の利用が正当化され得ない特段の事情の例として、(i)窃取など不正な

手段によって他人の成果やアイデアを取得する場合、(ii)先行者との契約上の義務や信義則に著

しく反する形態の模倣をする場合、(iii)意図的に競合者の営業を妨害するなど、損害を与える目

的で成果物を利用する場合、および(iv)直接模倣の場合を掲げている。 

 

2-2  救済手段 

(1) 民事救済 

① 差止請求 

イ．意義 

不正競争行為によって自己の営業上の利益が侵害され、または侵害されるおそれがある者は、

不正競争行為をした者、またはしようとする者に対し、法院にその行為の停止または予防を請求

することができる(第 4 条)。不正競争行為は消費者保護とも密接な関係があるため、不正競争の

目的や故意・過失を要さず、直ちに停止させる必要性がある。 

 

ロ．要件 

(ⅰ) 不正競争行為があること 

(ⅱ) 営業上の利益が侵害されるか、または侵害されるおそれがあること 

 

ハ．効果 

(ⅰ) 現在継続中の侵害行為、即ち、混同惹起行為一切の差止め 

(ⅱ) 将来の侵害行為の差止め 
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(ⅲ) 侵害行為を組成した物の除去・廃棄など 

差止め対象は特定されなければならず、廃棄・除去請求は不正競争行為の差止めに必要な限

度内で行われなければならない。 

 

② 損害賠償請求 

イ．意義 

故意または過失による不正競争行為により他人の営業上の利益を侵害し損害を負わせた者は、

その損害を賠償する責めに任ずる(第 5 条)。過失責任主義の原則が適用されるため、損害賠償請

求にても民法の不法行為規定が補充的に適用される。 

 

ロ．要件 

(ｉ) 行為者の故意・過失 

(著名表示の希釈行為の場合には故意による行為に限る) 

(ⅱ) 不正競争行為の存在 

(ⅲ) 不正競争行為による営業上利益の侵害による損害の発生 

(ⅳ) 行為と損害発生との相当因果関係の存在 

 

ハ．効果 

 不正競争行為により発生した損害の填補として賠償の範囲は不正競争行為と相当因果関係の

範囲内にある一切の損害であり、積極的損害(侵害除去費用、顧客に対する解明広告の費用、調

査費用などの侵害により発生した損害)と消極的損害(売上げの減少などの逸失利益)を全て含む。 

 一方、損害額の立証困難を救済するために不正競争防止法は損害額の推定規定を設けており、

以下の方法などにより損害額を算定することができるようにしている(不正競争防止法第 14 条

の 2)。 

(ⅰ) 侵害品の譲渡数量(侵害された者の最大生産可能数量の限度内で)に侵害された製品の単

位数量当たりの利益額を乗じた金額(侵害行為以外の事由で侵害された者が販売できな

かった事情を侵害者が立証すれば減額可能)を損害額にする方法 

(ⅱ) 侵害者の利益額を損害額として推定する方法 

(ⅲ) 侵害された者が受けることができる実施料相当額などを損害額とする方法 

 

二．特許庁長への法院の記録送付要求 

2018 年 7 月 18 日施行の改正法は、損害賠償請求が申し立てられた時、法院は特許庁に対し

て事件関係人、参考人または鑑定人に対する審問調書および速記録その他裁判上証拠になる一
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切の物を含む不正競争行為などの調査記録の送付を求めることができるという規定を新設した

(第 14 条の 7)。これにより、法院が不正競争行為に関する特許庁の調査記録を積極に活用でき

る根拠を設けた。 

 

③ 信用回復請求 

 不正競争行為により他人の営業上の信用を侵害した者に対しては、法院は被害者の請求によ

り損害賠償に代え、又は損害賠償とともに、営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずるこ

とができる(第 6 条)。 

 信用回復請求の措置として新聞での謝罪広告が典型的なものであったが、自らを糾弾し世間

一般に向け謝罪する文句を含むような過度な謝罪広告は憲法上、良心の自由に反するとの 1991

年の憲法法院の決定により、謝罪広告の内容については侵害事実の公表に止めるなど、注意が必

要となった。 

 

(2) 刑事処罰 

 チ、ヌ、ル目に規定された不正競争行為(上記の不正目的のドメインネーム登録行為、商品形

態模倣行為、成果冒用行為)を除外した第 2 条第 1 号規定の不正競争行為をした者は 3 年以下の

懲役又は 3 千万ウォン以下の罰金に処する(第 18 条第 3 項)。 

 

3．営業秘密の保護 

3-1  営業秘密の概念および要件 

 営業秘密とは、公然と知られておらず、独立した経済的価値を有するものであって、合理的な

努力により秘密として維持された生産方法、販売方法、その他の営業活動に有用な技術上又は経

営上の情報をいう(不正競争防止法第 2 条第 2 項)。2015 年 1 月 28 日改正され、同日から施行

された改正法以前は、営業秘密を相当の努力によって秘密として保持されたものと規定し、営業

秘密として保護を受けるためには「相当な努力」により秘密を保持しなければならなかった。と

ころが、資金繰りが良くない中小企業が営業秘密保護のための十分なシステムをきちんと備え

られず、営業秘密として保護を受けることができない事例が頻繁に生じることを受け、上記改正

法では営業秘密として認められるための秘密保持において「相当な努力」を「合理的な努力」に

緩和し、中小企業が置かれた現実的環境を考慮できるようにした。 

ただ、2018 年 12 月 7 日付けで「合理的な努力により」との要件を削除し、営業秘密の認定

要件を緩和する内容の一部改正法律案が国会で可決されている。2018 年 12 月現在、改正案の

公布日は定められてないが、公布から 6 ヵ月以内の施行が定められており、2019 年中の施行が
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見込まれ、上記改正案のように営業秘密の認定要件が緩和される可能性が非常に大きい。以下で

は、現在施行中の法律を基準に説明する。 

 

(1) 秘密情報であること（非公知性) 

 公然と知られていないもの、即ち秘密性がなければならない。公然と知られていないこととは、

情報が刊行物などの媒体に掲載されるなど、不特定多数の者に知られていないから保有者を介

さずには情報を通常入手できないことをいう。また、ここでいう秘密とは、絶対的秘密でない相

対的秘密を意味するものであって、秘密保有者がその情報を知らない競争相手よりも優越な立

場にいることができ、他人は合法的にその情報を入手し難い程度であれば、秘密性の要件を充足

することができる。 

 

(2) 独立した経済的価値を有する情報であること（経済的有用性） 

 秘密で所有管理する正当な利益、即ち独立した経済的価値を有さなければならない。ここで独

立した経済的価値を有することとは、情報の保有者が情報の使用を通じて競合者に対して競争

上の利益を得られるか、または情報の取得や開発に費用や手間かかかることをいう。一方、ここ

での経済的価値は秘密性から由来するものであって、これは法律上、正当な利益を有さなければ

ならないとの意味であり、情報それ自体が経済取引の対象となる独自的・金銭的価値を有さなけ

ればならないということではない。開発に失敗した技術の関連試験資料なども失敗したという

理由だけで経済的価値が否定されものではない。 

 

(3) 秘密として管理している情報であること（秘密管理性） 

 営業秘密は保有者が当該情報を合理的な努力により秘密として管理しているものでなければ

ならない。実際、営業秘密侵害如何が問題となった事例においては、秘密として管理されてきた

か否かが争点になる場合が多く、秘密管理性が否定され、営業秘密として認められなかったこと

も頻繁にあった。このような中、2015 年 1 月 28 日の改正法によって緩和された秘密管理要件

としての合理的な努力を如何なる基準で判断しなければならないかが問題になる。 

大法院は 2015 年 1 月 28 日改正される前の法で定めた相当な努力によって秘密として保持

されるとは、情報が秘密として認識され得る表示・告知をし、情報に接近できる対象者や接近方

法を制限したり情報に接近した者に秘密保持義務を負わせるなど、客観的に情報が秘密として

保持・管理されているという事実が認識可能な状態であることをいうと判示した。そして、秘密

管理における相当な努力の有無を判断する際に、物理的・技術的管理(施錠装置、電算パスワー

ド設定、秘密表示など)、人的・法的管理(保安規程の制定、秘密保持誓約書の徴求など)、組織

的管理(秘密管理担当者の指定など)が行われたどうかが考慮された。 
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ところが、最近、下級審法院で上記改正法によって秘密として保持するための「合理的な努力」

を傾けたかどうかは、当該情報への接近を制限するなどの措置を通じ、客観的に当該情報が秘密

として保持・管理されているという事実が認識可能な状態にあるかどうかを、当該情報に対する

①物理的・技術的管理、②人的・法的管理、③組織的管理が行われたかどうかによって判断する

が、各措置が「合理的」だったかどうかは、営業秘密を有する企業の規模、当該情報の性質と価

値、当該情報に日常的な接近を許容せざるを得ない営業上の必要性が存在するかどうか、営業秘

密保有者と侵害者との信頼関係の程度、過去に営業秘密を侵害されたことがあるかどうかなど

を総合考慮して判断した。 

ただ、前述のとおり、「合理的な努力」の要件を削除する改正案が 2018 年 12 月 7 日付けで

国会で可決されたことで、上記判例の要求と同じ要件を備えていなくとも営業秘密として保護

される可能性が高まったところ、どの程度の基準で秘密として保持されたと認めるかは、今後法

院の解釈の推移を見守る必要がある。 

 

3-2  営業秘密侵害行為の類型 

① 窃取、欺瞞 、脅迫、その他の不正な手段で営業秘密を取得する行為又はその取得した営業

秘密を使用し、若しくは公開する行為(不正競争防止法第 2 条第 3 号イ目) 

不正な手段とは窃取など刑法上犯罪を構成する行為だけではなく、社会通念上、これに準ずる

違法性を有すると判断される公序良俗に反する一切の行為類型を含む。しかし、いわゆるリバー

スエンジニアリング(reverse engineering)による秘密情報の取得は不正行為に該当しない。 

営業秘密の使用とは、製品の製造、営業活動などに営業秘密を直接使用する場合だけではなく

研究開発や営業活動において取得した営業秘密を参考にする場合を含む。営業秘密の公開とは、

営業秘密を第三者に公然に知らせたりまたはその秘密性を維持したままで特定人に知らせるこ

とをいう。 

 

② 営業秘密について不正取得行為が介在した事実を知って、若しくは重大な過失により知らな

いでその営業秘密を取得する行為又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは公開する

行為(不正競争防止法第 2 条第 3 号ロ目) 

不正取得行為について事後的に関与する行為を規制するための規定であり、悪意・重過失の立

証責任は営業秘密保有者にある。 

 

③ 営業秘密を取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在した事実を知って、又は

重大な過失により知らないでその営業秘密を使用し、又は公開する行為(不正競争防止法第

2 条第 3 号ハ目) 
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取得当時は善意、無重過失であったが、以後保有者から警告を受けるなど自己が取得した営業

秘密が不正なものであったことを知ったり、又は重大な過失によって知らないでこれを使用し

たり公開する行為を規制するための規定である。ただし、取引によって営業秘密を正当に取得し

た者(売買、使用許諾など)はその取引により許容された範囲内でその営業秘密を使用し、又は公

開することができる(不正競争防止法第 13 条)。 

 

④ 契約関係等によって営業秘密を秘密として維持すべき義務のある者が不正の利益を得る目

的で、又はその営業秘密の保有者に損害を負わせる目的で、その営業秘密を使用し、又は公

開する行為(不正競争防止法第 2 条第 3 号ニ目)。 

勤労契約や実施契約などの契約関係により営業秘密を秘密として維持する義務のある者が適

法に取得した営業秘密を本来の営業秘密の保有者との契約関係および信頼関係に背反し不正利

用する行為をいう。 

 

⑤ 営業秘密が上記のニ目の規定により公開された事実又はそのような公開行為が介在した事

実を知って、又は重大な過失により知らないでその営業秘密を取得する行為又はその取得

した営業秘密を使用したり公開する行為(不正競争防止法第 2 条第 3 号ホ目) 

 

⑥ 営業秘密を取得した後にその営業秘密がニ目の規定により公開された事実又はそのような

公開行為が介在した事実を知って、又は重大な過失により知らないでその営業秘密を使用

したり公開する行為(不正競争防止法第 2 条第 3 号ヘ目) 

 

3-3  営業秘密侵害に対する救済 

(1) 民事救済 

① 禁止請求 

営業秘密の保有者は営業秘密侵害行為をする、又はしようとする者に対してその行為により営

業上の利益が侵害される、又は侵害されるおそれがあるときは、法院にその行為の停止又は予防

を請求することができる(不正競争防止法第 10 条)。 

上記営業秘密侵害行為の禁止又は予防を請求できる権利は、営業秘密侵害行為が続く場合、営

業秘密保有者がその侵害行為によって営業上の利益が侵害され、又は侵害される恐れがあると

いう事実および侵害行為者が知り得た日から 3 年間行使しなければ時効によって消滅し、その

侵害行為が始まった日から 10 年が経過した時も同様である（不正競争防止法第 14 条）。 
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② 損害賠償請求 

故意又は過失による営業秘密侵害行為で営業秘密保有者の営業上の利益を侵害し、損害を与

えた者はその損害を賠償する責任がある(不正競争防止法第 11 条)。ただ、2018 年 12 月 7 日

付けで国会で可決された改正案は、「営業秘密の侵害行為が故意によると認められる場合には、

損害と認められた金額の 3 倍を超えない範囲で賠償額を認めることができる」とする第 14 条の

26 項、7 項を新設する趣旨である。そのため、上記改正案が公布および施行される場合、営業

秘密侵害による被害救済の強化が見込まれる。 

 

③ 信用回復請求 

法院は故意又は過失による営業秘密侵害行為として営業秘密保有者の営業上の信用を失墜さ

せた者に対しては、営業秘密保有者の請求により損害賠償に代えて、又は損害賠償と共に営業上

の信用回復のために必要な措置を命じることができる(不正競争防止法第 12 条)。 

 

(2) 刑事処罰 

① 不正な利益を得るか又は営業秘密保有者に損害を与える目的でその営業秘密を取得・使用

したり第三者に漏洩した者は 5 年以下の懲役又は５千万ウォン以下の罰金に処する。ただ

し罰金刑に処する場合、違反行為による財産上の利得の額の 10 倍に該当する金額が５千万

ウォンを超えるときは、その財産上の利得の額の 2 倍以上 10 倍以下に相当する罰金に処

する(不正競争防止法第 18 条第 2 項）。企業秘密を侵害する場合に限らず、個人や非営利機

関の営業秘密侵害も上記条項に基づいて処罰の対象になる。 

 

② 不正な利益を得るか又は営業秘密保有者に損害を与える目的でその営業秘密を外国で使用

したり外国で使用されることを知って第三者に漏洩した者は 10 年以下の懲役又は 1 億ウ

ォン以下の罰金に処する。ただし罰金刑に処する場合、違反行為による財産上の利得の額の

10 倍に該当する金額が 1 億ウォンを超えるときは、その財産上の利得額の 2 倍以上 10 倍

以下に相当する罰金に処する(不正競争防止法第 18 条第 1 項)。 

 

③ 営業秘密侵害罪と関連して被害者の告訴がなくても処罰でき、未遂犯と予備・陰謀者も処罰

できる(不正競争防止法第 18 条の 2 および第 18 条の 3)。 

 

④ 営業秘密を侵害した行為者以外に法人や使用者である個人も処罰できるようにする両罰規

定もあるが、但し、使用者であるその法人又は個人がその違反行為を防止するために該当業

務に関して相当な注意と監督を怠らなかった場合には適用されない(不正競争防止法第 19
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条)。 

 

上記のように、現行法は、営業秘密の「取得、使用、漏洩」行為に対してのみ刑事処罰規定を

設けている一方、2018 年 12 月 7 日付けにて国会で可決された改正案は、刑事処罰となる営業

秘密侵害行為の類型を拡大するとともに、その行為の態様をより明確に規定した。これを受けて

前述の①、②の犯罪構成要件と処罰の内容が改正され、③の罰金額の量刑が上方修正されたとこ

ろ、その内容は以下のとおりである。 

 

① 営業秘密を外国で使用し、又は外国で使用されることを知りつつも次の各号の一にあたる

行為をした者を 15 年以下の懲役又は 15 億ウォン以下の罰金に処する。但し、罰金刑に処

する場合、違反行為による財産上の利得額の 10 倍に相当する金額が 15 億ウォンを超える

ときは、その財産上の利得額の 2 倍以上 10 倍以下の罰金に処する。 

1．不正な利益を取得し、又は営業秘密保有者に損害を被らせる目的で次の各目の一にあた

る行為 

ア．営業秘密を取得·使用し、又は第三者に漏洩する行為 

イ．営業秘密を指定された場所以外に無断で流出する行為 

ウ．営業秘密保有者から営業秘密を削除又は返還することを要求されても、これを継

続して保有する行為 

2．窃取·欺罔·脅迫その他不正な手段で営業秘密を取得する行為 

3．第 1 号又は第 2 号にあたる行為が介入している事実を知りながらも、その営業秘密を取

得又は使用(第 13 条第 1 項により許容された範囲での使用は除く)する行為 

 

② 上記①項各号のいずれか一にあたる行為をした者は、10 年以下の懲役又は 5 億ウォン以下

の罰金に処する。但し、罰金刑に処する場合、違反行為による財産上の利得額の 10 倍にあ

たる金額が 5 億ウォンを超えるときは、その財産上の利得額の 2 倍以上 10 倍以下の罰金

に処する。 

 

③ 予備・陰謀に関し、その罰金を国外は「2 千万ウォン→3 千万ウォン」、国内は「1 千万ウ

ォン→2 千万ウォン」へ上方修正した。 

 


